
１１１１ 違反行為の違反行為の違反行為の違反行為の概要概要概要概要

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

①受注予定者の決定①受注予定者の決定①受注予定者の決定①受注予定者の決定

②受注予定者の入札価格の決定・指示②受注予定者の入札価格の決定・指示②受注予定者の入札価格の決定・指示②受注予定者の入札価格の決定・指示

③他の入札参加者の入札価格の決定・指示③他の入札参加者の入札価格の決定・指示③他の入札参加者の入札価格の決定・指示③他の入札参加者の入札価格の決定・指示

指名競争入札指名競争入札指名競争入札指名競争入札

福井県経済連により指定された受注予定者が受注福井県経済連により指定された受注予定者が受注福井県経済連により指定された受注予定者が受注福井県経済連により指定された受注予定者が受注

補助金の交付補助金の交付補助金の交付補助金の交付

福福福福 井井井井 県県県県

おいしい福井米おいしい福井米おいしい福井米おいしい福井米

生産体制整備事業生産体制整備事業生産体制整備事業生産体制整備事業

福井県内の農業協同組合福井県内の農業協同組合福井県内の農業協同組合福井県内の農業協同組合

施主施主施主施主

特定共乾施設工事特定共乾施設工事特定共乾施設工事特定共乾施設工事

事業活動を支配事業活動を支配事業活動を支配事業活動を支配

福井県経済連福井県経済連福井県経済連福井県経済連

施主代行者施主代行者施主代行者施主代行者

施主代行業務施主代行業務施主代行業務施主代行業務（指名競争入札（指名競争入札（指名競争入札（指名競争入札

執行の補助等）執行の補助等）執行の補助等）執行の補助等）の委託の委託の委託の委託

施工業者施工業者施工業者施工業者

参参参参 考考考考



 

 

２２２２    過去の事例過去の事例過去の事例過去の事例    

    ⑴⑴⑴⑴    支配行為が認定された支配行為が認定された支配行為が認定された支配行為が認定された私的独占事件私的独占事件私的独占事件私的独占事件（法的措置を採ったもの）（法的措置を採ったもの）（法的措置を採ったもの）（法的措置を採ったもの）    

件   名 

（審決年月日） 

内  容 

平成１０年（勧）第３号 

パラマウントベッド（株）に対す

る件 

（平成１０年３月３１日） 

東京都財務局が指名競争入札等の方法により発注する都立病

院向け医療用ベッドについて，①同社のベッドのみが納入でき

る仕様書入札を実現して競争者を排除するとともに，②入札参

加者である販売業者に対して入札価格を指示し，これらの販売

業者の事業活動を支配することにより，それぞれ，同ベッドの

取引分野における競争を実質的に制限している。 

平成８年（勧）第１４号 

（財）日本医療食協会ほか１名に

対する件 

（平成８年５月８日） 

医療用食品を製造又は販売しようとする事業者の事業活動を

排除するとともに医療用食品の製造業者の販売先並びに医療用

食品の販売業者の仕入先，販売先，販売価格，販売地域及び販

売活動を制限してこれらの事業者の事業活動を支配することに

より，我が国における医療用食品の取引分野における競争を実

質的に制限していた。 

昭和４７年（勧）第１１号 

東洋製罐（株）に対する件 

（昭和４７年９月１８日） 

①本州製罐，四国製罐，北海製罐及び三国金属の株式を所有

し，②自社の役員等を現職のまま又は退職させた上でそれぞれ

の役員に就任させ，③それぞれに下請生産させる等により，４

社を自己の意向に従って営業させ，もって，これらの事業者の

事業活動を支配し，また，自家製かんを実施するかん詰製造業

者に対して，自家製かんすることができない食かんの供給を停

止する等の措置により自家製かんの開始を阻止することに努

め，もって，これらの事業者の事業活動を排除することにより，

我が国における食かんの取引分野における競争を実質的に制限

している。 

昭和２９年（判）第２号 

野田醤油（株）に対する件 

（昭和３０年１２月２７日） 

自己の製造販売する醤油の再販売価格を指示し，これを維持

し，もってその小売価格を斉一ならしめることにより，他の醤

油生産者の価格決定を支配し，東京都内の醤油の取引分野にお

ける競争を実質的に制限している。 

    
    ⑵⑵⑵⑵    農業協同組合関係事件（最近１０年間）農業協同組合関係事件（最近１０年間）農業協同組合関係事件（最近１０年間）農業協同組合関係事件（最近１０年間）    

件   名 

（措置等の年月日）
 

内  容 関係法条 

山形県庄内地区

に所在する農業

協同組合に対す

る件 

（平成２６年９

月１１日警告） 

山形県の庄内地区に所在する５農協が，特定主食用米の販

売手数料について，平成２３年１月１３日に山形県酒田市所

在の全国農業協同組合連合会の山形県本部庄内統括事務所

で開催した５農協の組合長による会合において，特定主食用

米の販売手数料を平成２３年産米から定額とするとともに，

その算定方式及び金額については，営農担当部長級の者の間

で検討することとし，それを受けて同年２月１日に同所で開

催した５農協の営農担当部長級の者による会合において，特

定主食用米の販売手数料を平成２３年産米から１俵当たり

４１０円（消費税相当額を除く。）を目安として定額とする

こととし，特定主食用米の集荷分野における競争を実質的に

制限していた疑い。 

独占禁止法第３条 

（不当な取引制限

の禁止） 



 

 

件   名 

（措置等の年月日）
 

内  容 関係法条 

大分大山町農業

協同組合に対す

る件 

（平成２１年 

１２月１０日排

除措置命令） 

①双方出荷登録者に対し，他の事業者が運営する「元氣の

駅」と称する農産物直売所に直売用農産物を出荷しないよう

にさせること及び②その手段として，双方出荷登録者に対

し，元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には自らが運営

する「木の花ガルテン」と称する農産物直売所への直売用農

産物の出荷を取りやめるよう申し入れることを内容とする

基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売

用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農

産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに，木の花ガ

ルテンの出荷登録者に対して当該基本方針を周知すること

等により，木の花ガルテンの出荷登録者に対し，元氣の駅に

直売用農産物を出荷しないようにさせている。 

独占禁止法第１９

条（平成２１年改

正前の一般指定第

１３項〔拘束条件

付取引〕） 

（注） 

士幌町農業協同

組合に対する件 

（平成１８年７

月２１日警告） 

① 組合員が生産資材等を購入するための「畜産事業勘定

（肉牛）」及び「営農貸付金」と称する短期貸付金につい

て，士幌町農業協同組合（以下「ＪＡ士幌町」という。）

から生産資材を購入する場合に限り，組合員に当該短期貸

付金の融資を行うものとすること 

② 肉用牛生産業を営む組合員に対する土地，牛舎等の生産

設備の賃貸借等の契約において，当該組合員がＪＡ士幌町

以外の者から生産資材を購入し，ＪＡ士幌町以外の者を通

じて肉用牛を販売した場合には，無条件で当該賃貸借等の

契約を解除することができるものとすること 

としており，組合員の事業活動を不当に拘束する条件を付け

て，当該組合員と取引している疑い。 

独占禁止法第１９

条（平成２１年改

正前の一般指定第

１３項〔拘束条件

付取引〕） 

（注） 

京都農業協同組

合に対する件 

（平成１８年７

月１４日警告） 

米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗セン

ター，ライスセンター及びカントリーエレベーターの３施設

（以下「３施設」という。）について，遅くとも平成１３年

以降（カントリーエレベーターについては，平成１５年以降） 

① 京都農業協同組合（以下「ＪＡ京都」という。）から生

産資材を購入しない場合には各施設の利用を断ることが

ある旨を３施設それぞれの利用案内文書に記載して，組合

員に対して周知することにより，当該組合員にＪＡ京都か

ら生産資材を購入するようにさせていた 

② ＪＡ京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利

用を断ることがある旨を３施設それぞれの利用案内文書

に記載して，組合員に対して周知することにより，当該組

合員にＪＡ京都を通じて米を出荷するようにさせていた 

疑い。 

独占禁止法第１９

条（平成２１年改

正前の一般指定第

１３項〔拘束条件

付取引〕） 

（注） 



 

 

件   名 

（措置等の年月日）
 

内  容 関係法条 

八代地域農業協

同組合に対する

件 

（平成１７年３

月１日警告） 

八代地域農業協同組合（以下「ＪＡやつしろ」という。）

が，自らが事業主体となって行ってきた地域農業基盤確立農

業構造改善事業又は経営構造対策事業に基づく複合経営促

進施設リース事業において，リース先の生産管理組合及びＪ

Ａやつしろの組合員に対し 

① 使用する肥料，農薬その他の生産資材をＪＡやつしろか

ら購入すること 

② 農産物をＪＡやつしろへ出荷すること 

を義務付けることにより，ＪＡやつしろの競争者の取引機会

を減少させるおそれを生じさせた疑い。 

独占禁止法第１９

条（一般指定第 

１１項〔排他条件

付取引〕） 

（注） 

（注）一般指定とは，不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）を指す。 

    

    
３３３３    参照条文参照条文参照条文参照条文    

    

○○○○    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）    

（昭和二十二年法律第五十四号）（昭和二十二年法律第五十四号）（昭和二十二年法律第五十四号）（昭和二十二年法律第五十四号）    

〔定義〕〔定義〕〔定義〕〔定義〕    

第二条 （略）    

②～④ （略） 

⑤ この法律において「私的独占」とは，事業者が，単独に，又は他の事業者と結合し，若しくは

通謀し，その他いかなる方法をもつてするかを問わず，他の事業者の事業活動を排除し，又は支

配することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

をいう。 

⑥～⑨ （略） 

 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕    

第三条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 

〔排除措置〕〔排除措置〕〔排除措置〕〔排除措置〕    

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕又は前条の規定に違反する

行為が既になくなつている場合においても，特に必要があると認めるときは，第八章第二節〔手

続〕に規定する手続に従い，次に掲げる者に対し，当該行為が既になくなつている旨の周知措置

その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし，

当該行為がなくなつた日から五年を経過したときは，この限りでない。 

一 当該行為をした事業者 

二～四 （略） 
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